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近年、地域活性化やまちづくり、情報

化社会の推進などにおいて、道路に対す

るニーズが高まるとともに、道路空間等

の多様な利活用の促進が求められており、

国においてもこれらのニーズに対応した

様々な施策の展開が図られている。 

当機構においては、これらの状況を踏

まえて、平成１９年１１月、学識経験者、

会員等で構成する「新道路利活用研究会」

を設置し、道路や沿道空間等に対するニ

ーズの顕現化を図り、実現化に向けてこ

れを加速させるような方策を検討してき

たところである。 

研究会には、類型別テーマを具体的に

検討する３つの部会（うち１部会は、よ

り詳細なテーマに対応する２分科会で構

成）を設けているが、このうち、以下の

２つの部会において検討結果をとりまと

めたので、紹介する。 

 なお、調査報告の具体的な内容につい

ては、本号において別にその概要を掲載

しているので、ご覧頂きたい。 

 

（１） 道路空間の有効活用と道路管理に

おける民間活用部会 

 この部会では、「道路空間の有効活用分

科会」と「道路管理における民間活用分

科会」の２つの分科会を設置して検討を

行った。 

１）道路空間の有効活用分科会 

まちづくりにおいて求められる道路空 

間の有効活用について、幅広い視点で可

能性を検討し、事例研究等を通じて現行

制度の課題等を整理した上で、道路空間

有効活用推進方策を検討した。 

その結果、道路空間を活用する事業の 

目的及び手法の２つの側面からの「公共

性の確保」及び「公平性の確保」の２点

を民間による道路空間の有効活用を一層 

 

進める場合の必要条件として、①道路に

おける商業的利用の許容や構造面におけ

る規制緩和等の道路占用要件の緩和②立

体道路制度の適用拡大、③民間整備支援

方策の充実などの具体的方策を提案した。  

 

２）道路管理における民間活用分科会 

民間による道路管理等を、軽微な道路

管理等をボランティアとして実施してい

る「清掃・維持活動を中心とした道路愛

護活動」と、公共空間を比較的高いレベ

ルで管理しつつ公共空間の利活用により

地域のにぎわいを創出するなどの活動を

実施している「道路利活用を含めた民間

による道路管理等」の２つの活動群に分

け、それぞれについて課題やニーズを整

理し、普及・促進等に向けた方策を検討

した。 

その結果、清掃・維持活動を中心とし 

た道路愛護活動については、①実態把握

と広報の実施、②関係者間のネットワー

クの強化、③運営ノウハウの発信などを、

また、道路利活用を含めた民間による道

路管理等については、①管理組織や費用

負担ルール等の開発段階からの準備、②

安定した資金確保方策の導入、③寄附の

促進、④活動承継に資する既存制度の活

用等などについて、具体的方策を提案し

た。 

 

 

（２） 情報化社会における道路の有効活 
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道路の新たな利活用に関する

調査研究 
部会 

この部会では、高度情報化社会の実現

を支援するため、主に民間事業者にとっ

ての効率的な設備投資の実現を図るとと

もに、社会全体における情報化の推進及

び道路資産の有効活用を図ることを目的

として、国土交通省が管理用として敷設

した道路管理用光ファイバの民間開放制

度や、情報関連機器の設置等に係る占用

制度における運用上の課題を整理し、改

善方策・利活用促進方策を検討した。 

その結果、道路管理用光ファイバの利

活用促進については、事業者における利

用傾向に応じた課題・要望等を踏まえて、

①ホームページを活用した積極的な情報

提供の実施、②利用方法の緩和、③サー

ビスレベルの向上及び④利用事業者要件

の緩和を具体的方策として提案するとと

もに、情報関連機器における道路占用制

度の有効活用については、①基準類の明

確化等及び②道路占用制度の弾力的運用

の拡大を、今後の利活用に向けた方向性

としてとりまとめた。 

 

 

 

 

 

 （道路管理用光ファイバの利活用イメージ） 


